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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期

第２四半期連結
累計期間

第57期
第２四半期連結
累計期間

第56期
第２四半期連結
会計期間

第57期
第２四半期連結
会計期間

第56期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 29,412 16,924 14,879 9,144 52,024

経常利益（百万円） 1,137 311 507 408 57

四半期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
790 314 271 403 △1,976

純資産額（百万円） － － 23,163 19,428 18,817

総資産額（百万円） － － 47,203 38,127 38,676

１株当たり純資産額（円） － － 1,283.861,078.871,046.98

１株当たり四半期純利益金額又は

当期純損失金額（△）（円）
46.05 18.30 15.81 23.48 △115.16

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額（円）
46.03 － 15.80 － －

自己資本比率（％） － － 46.7 48.6 46.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,968 1,347 － － 3,823

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,676 △844 － － △3,652

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△863 △309 － － 1,123

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 4,204 5,047 4,768

従業員数（人） － － 3,582 2,827 3,552

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３. 第56期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純

    損失であるため記載しておりません。　

４．第57期第２四半期連結累計及び会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効

　　果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 2,827(600)

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数の（　）は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員で外数であります。

 

 (２）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 972 (216)

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数の（　）は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員で外数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(１）生産実績

　当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

前年同四半期比（％）　

工業用ゴム製品（百万円） 8,674 67.9

その他（百万円） 754 34.8

合計（百万円） 9,429 63.1

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(２）受注状況

　当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)前年同四半期比(％)　受注残高(百万円)前年同四半期比(％)　

工業用ゴム製品 9,250 75.2 3,316 71.7

その他 836 35.5 354 42.4

合計 10,086 68.8 3,671 67.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(３）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

前年同四半期比(％)　

工業用ゴム製品（百万円） 8,394 66.4

その他（百万円） 750 33.5

合計（百万円） 9,144 61.5

　（注）  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

　　当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

　載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下に記載される全ての財務情報は、当四半期報告書において開示される連結財務諸表に基づいております。また、

文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(１）業績の状況　

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、昨年来の世界同時不況の影響下で大きく後退した景気に悩まさ

れつつ、当初の予想より円高の進展が穏やかだったこと、株価が戻したこと等により最悪の状況を脱している感があ

りますが、一方では雇用情勢と消費意欲の低迷が続き、また、二番底懸念や政権交代による影響等の不透明感も払拭さ

れないままです。

当社グループの主要顧客先である自動車業界は、極端な生産調整を強いられ、需要の冷え込みに苦しみつつも、中国

市場の堅調や各国政府主導のインセンティブ施策の効果等によって当初の想定よりも早く回復傾向に向かいました。

しかしながら総需要は、未だ前年同期には及ばない水準にとどまっております。同様に、建設機械業界についても引き

続き大幅な需要減のまま推移しております。

このような状況は当社グループの受注にも大きく影を落とすこととなり、売上高は前年同期を38.5％下回る91億44

百万円となりました。

損益面については、諸々の経営対策を講じているものの受注のマイナスをカバーしきれず、営業利益は前年同期を

23.6％下回る４億11百万円、経常利益は同19.7％下回る４億８百万円となりました。一方、四半期純利益については、

税金の減少等により、前年同期を48.5％上回る４億３百万円となりました。

　

　セグメント別の営業概況は次の通りです。

①事業の種類別セグメントの業績

（工業用ゴム製品）

各製品群の受注が減少したことにより、売上高は前年同期比33.6％減の83億95百万円、営業利益は同10.3％減の４

億90百万円となりました。

（その他）

大型トラックメーカー並びに建機向けの金属加工製品を中心に受注が減少したことにより、売上高は前年同期比

62.7％減の８億40百万円、営業損失は前年同期比885.2％増の78百万円となりました。

 

②所在地別セグメントの業績

（日本）

各製品群の受注が減少したことにより、売上高は前年同期比36.1％減の72億73百万円、営業利益は同8.5％減の１億

85百万円となりました。

（アジア等）

各国の拠点において受注が減少したことにより、売上高は前年同期比37.8％減の27億39百万円、営業利益は同

42.4％減の１億43百万円となりました。

 

(２）キャッシュ・フローの状況

  当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末

に比べ72百万円減少し、50億47百万円となりました。

      当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

      営業活動の結果得られた資金は11億59百万円（前年同四半期は８億44百万円）となりました。これは主に税金等調

    整前四半期純利益４億26百万円、減価償却費６億96百万円、賞与引当金の増加２億82百万円、仕入債務の増加６億20

    百万円等による資金増加と、売上債権の増加10億67百万円等の資金の減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

      投資活動の結果使用した資金は３億84百万円（前年同四半期は８億92百万円）となりました。これは主に有形固定

    資産の取得に３億61百万円支出したことによるものです。　

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　    財務活動の結果使用した資金は８億75百万円（前年同四半期は７億17百万円）となりました。これは主に借入金

    の返済による支出が借入による収入を８億45百万円上回ったことによるものです。
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(３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループの主要顧客である自動車業界は、自動車メーカー、部品メーカーともにグローバルに事業を展開し、最

適地生産・調達の急速な流れの中で活発に競争を繰り広げております。

今期の情勢を見ますと、昨年の米国に端を発した世界的な金融危機、そして世界同時不況という連鎖の影響によっ

て深刻な打撃を受けた各国経済は、財政出動によるテコ入れや中国を中心とする一部新興国の堅調などに光明を見出

したものの、未だ「二番底」懸念に怯えている状況にあります。日本経済も景気の後退が底を打ち、回復感を強めてき

たように見えますが、雇用情勢の停滞や購買意欲の減退、政権交代等、引き続き不安定な環境下で推移しております。

自動車業界については、新車購入補助やエコカー減税などの各国政府の施策が功を奏し、在庫調整が一服した分、厳

しさが和らいだ感がありますが、多くの自動車メーカー、部品メーカーが大規模な生産調整を強いられている点では

変化はなく、需要喚起の諸施策が終了した後の停滞に不安を抱きながら、本格回復の時期を睨んでおります。同時にハ

イブリッドカー、電気自動車など、次代のニーズに応えるための新たな技術に対する積極的な取り組みに拍車がか

かっており、事業環境は大きな転換期を迎えていると言えます。

このような状況の中、長期的・持続的な発展を目指す当社グループは、徹底した原価低減を図りながら内部体制を

固め、この危機をチャンスに変えるために、さらなる高収益体質づくりを推進しております。今後も「強い商品を世界

に展開する」という基本方針に従って、戦略商品群の充実、新技術への対応を図ると同時に、組織のスリム化を徹底

し、国内外の各拠点の再編及び体制整備に注力してまいります。

　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

　当社は、永年蓄積した業務知識や営業ノウハウを活用することによって顧客満足度をより高めることを経営の基本

施策として、長期的視野に立った経営を行い、それにより強固な財務基盤を形成し、高収益、高配当を実現することを

目標として掲げております。従って、経営の効率性や収益性を高める観点から、専門性の高い業務知識や営業ノウハウ

を備えた者が取締役に就任して、当社の財務及び事業の方針の決定につき重要な職務を担当することが、会社の企業

価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えており、このことをもって会社の財務及び事業の方針の決定におけ

る基本方針としております。

②具体的な取組み

イ．基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、主として自動車向けをはじめとする工業用ゴム製品の製造・販売企業であることから、良い製品を社会に提

供することが当社が社会に貢献することであると考え、また、そのことに誇りを持って事業活動を続けてまいりまし

た。そして当社は、そのような考えに基づき会社を運営することが、「株主」の皆様をはじめ「お得意先」、「お取引

先」、「従業員」あるいは「地域社会」等のすべてのステークホルダーから評価されることと考え、また、それが株主

価値の最大化に資するものであると考えております。そこで当社は企業価値・株主共同の利益向上のために、ⅰ）経

営の透明性の向上、ⅱ）コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ）安全で高品質な製品の提供、を事業活動を行う上で重

要な課題として掲げ、取組んでおります。

ロ．不適切な支配の防止のための取組み

　当社では、株式の大量買付行為等がなされた場合であっても、事業会社の社会的存在価値を踏まえた企業経営を十分

に理解し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませ

ん。また、株式会社の経営権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべ

きものと考えております。

　しかしながら、株式の大量買付行為等の中には、企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすもの、株

主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、あるいは対象会社が代替案を提案するための十分な時間や情報

を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件を引出すために買付者との交渉を必要とする

もの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　従って当社は、当社株券等の大量の買付行為等が行われる場合に、不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様

が判断されるために必要な情報及び時間の確保や、株主の皆様のために買付者と交渉を行うことを可能とすることに

より、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為等を抑止する為の枠組みとして、平成19年６月28日開催の

第54回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為等に関する対応策（以下「買収防衛策」といいます。）に

ついて、株主の皆様のご承認を受け、導入いたしました。さらにこの買収防衛策について、近時の動向から修正が必要

であると判断された点に修正を加えて継続することを、平成21年６月26日開催の第56回定時株主総会において、株主

の皆様のご承認をいただいております。

　当社の買収防衛策の主な内容は、当社株券等の大量買付行為等に関するルールとして、当社の株券等保有割合が20％

以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ）買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の
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内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ）その後、当社取締役会か

ら独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画を比較検討する期間

を設けること等を要請するルールを策定いたしました。当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業

価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じると

いうものであります。

　なお、この買収防衛策の詳細については、平成21年５月14日付けで「当社株券等の大量買付行為等に関する対応策

（買収防衛策）の継続について」として公表いたしております。このプレスリリースの全文は、インターネット上の

当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.fukoku-rubber.co.jp）に掲載しておりますのでご参照下さい。

③　上記②の取組みについての取締役会の判断

イ．当社取締役会は、上記②の取組みが当社の上記①の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値・株主共同の利

益を確保するための取組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えます。

　それは、i）経営の透明性の向上、ⅱ）コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ）安全で高品質な製品の提供といった取

組みを事業の重要な課題として推し進めることが、更なる高収益事業構造の構築ひいては企業価値・株主共同の利益

の確保・向上に資するものであると考えること、及び、前述② ロ．に記載のとおり買収防衛策は、企業価値・株主共

同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものでありますので、いずれも当社基本方針に沿うものと考え

ます。

ロ．当社の買収防衛策は、取締役会の恣意的な判断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独

立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買収防衛策を発動すること等が定められており、取締役の地

位の維持を目的とするものではありません。

（４）研究開発活動

　  当第２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は２億39百万円であります。

　  なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(２）設備の新設、除却等の計画

　　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却　

　等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

　画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 17,609,130 17,609,130
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株 

計 17,609,130 17,609,130 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成15年６月27日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 100

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,029

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から

平成22年６月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,029

資本組入額 515

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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②　平成16年６月29日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 690

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 69,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 926

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から

平成23年６月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 926

資本組入額 463

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

③　平成17年６月23日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 660

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 66,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,078

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から

平成24年６月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,078

資本組入額 539

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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 　　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成19年６月28日定時株主総会決議　　

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 670

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,271

新株予約権の行使期間
平成21年７月１日から

平成26年６月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,271

資本組入額 636

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）

（注）当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

　　割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

　　ります。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。）をする場合において、組織再編成行為の効

　　力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分

　　割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換

　　がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。）の直前において残

　　存する新株予約権（以下「残存新株予約権」といいます。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

　　き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」といいます。）の新株予

　　約権をそれぞれ交付することとします。

　　　ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

　　分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

　　①　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

  　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

　　②　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

  　　再編成対象会社の普通株式とします。

　　③　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

  　　組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当該事項について定められた内容に準じて決定いたします。

　　④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の

　　　うえ、調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象

　　　会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

　　⑤　新株予約権を行使することができる期間

  　　上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効

　　　力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができ

　　　る期間の満了日までとします。

　　⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  　　当該事項について定められた内容に準じて決定します。

　　⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

  　　譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

　　⑧　新株予約権の取得条項

　　　当該事項について定められた内容に準じて決定いたします。
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②　平成20年６月26日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 370

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 37,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 871

新株予約権の行使期間
平成22年９月１日から

平成27年６月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 871

資本組入額 436

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）

（注）平成19年６月28日定時株主総会決議の「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の（注）と同じ

であります。

 

③　平成21年６月26日定時株主総会決議

第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 570

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 57,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 509

新株予約権の行使期間
平成23年９月１日から

平成28年６月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 509

資本組入額 255

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）

（注）平成19年６月28日定時株主総会決議の「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の（注）と同じ

であります。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

発行済株式総
数残高

資本金増減額 資本金残高
資本準備金増
減額

資本準備金残
高

（株） （株） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日
－ 17,609,130 － 1,395 － 1,514

 

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 河本　栄一  さいたま市浦和区 3,811 21.64

 河本　太郎  東京都目黒区 1,736 9.86

 河本　次郎  埼玉県南埼玉郡白岡町 1,620 9.20

 フコク取引先持株会  さいたま市中央区新都心11－２ 784 4.45

 日本トラスティ・サービス信託

 銀行株式会社
 東京都中央区晴海１－８－11 728 4.13

 フコク従業員持株会  さいたま市中央区新都心11－２ 538 3.05

 渡辺　まり  さいたま市浦和区 312 1.77

 株式会社みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービス

 信託銀行株式会社）

 東京都千代田区内幸町１－１－５

（東京都中央区晴海１－８－12）
311 1.77

 河本　静江  さいたま市浦和区 231 1.31

 日本マスタートラスト信託銀行

 株式会社 
 東京都港区浜松町２－11－３ 198 1.12

計 － 10,274 58.34

　（注）１．上記のほか、自己株式が442千株あります。

２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式のうち、信託業務に係る株式の総数は、728千株

であります。

３．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のうち、信託業務に係る株式の総数は、198千株であ

ります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

442,400
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

17,151,600
171,516 －

単元未満株式
普通株式

15,130
－ －

発行済株式総数 17,609,130 － －

総株主の議決権 － 171,516 －

（注）上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数100個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社フコク
さいたま市中央区

新都心11-2
442,400     － 442,400 2.51

計 － 442,400     － 442,400 2.51

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 490 477 519 490 492 559

最低（円） 454 441 450 452 474 473

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,965 5,668

受取手形及び売掛金 9,598 9,402

商品及び製品 923 1,061

仕掛品 699 651

原材料及び貯蔵品 817 1,047

その他 607 801

貸倒引当金 △34 △40

流動資産合計 18,577 18,591

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,808 4,842

機械装置及び運搬具（純額） 6,811 7,223

土地 5,822 5,771

その他（純額） 1,195 1,376

有形固定資産合計 ※
 18,637

※
 19,213

無形固定資産

その他 188 180

無形固定資産合計 188 180

投資その他の資産

投資有価証券 253 211

その他 476 485

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 724 691

固定資産合計 19,550 20,085

資産合計 38,127 38,676

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,256 6,035

短期借入金 6,816 6,450

未払法人税等 69 100

賞与引当金 478 355

その他 1,337 1,632

流動負債合計 13,958 14,575

固定負債

長期借入金 3,283 3,785

退職給付引当金 456 450

役員退職慰労引当金 432 502

負ののれん 44 55

その他 523 490

固定負債合計 4,741 5,284

負債合計 18,699 19,859
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,563 1,563

利益剰余金 16,886 16,658

自己株式 △236 △236

株主資本合計 19,608 19,380

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 50 25

為替換算調整勘定 △1,138 △1,433

評価・換算差額等合計 △1,088 △1,407

新株予約権 12 9

少数株主持分 895 834

純資産合計 19,428 18,817

負債純資産合計 38,127 38,676
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 29,412 16,924

売上原価 24,503 13,907

売上総利益 4,908 3,016

販売費及び一般管理費 ※
 3,710

※
 2,737

営業利益 1,198 279

営業外収益

受取利息 10 11

受取配当金 3 1

負ののれん償却額 9 10

為替差益 － 45

その他 94 88

営業外収益合計 117 157

営業外費用

支払利息 131 111

為替差損 39 －

その他 8 13

営業外費用合計 178 124

経常利益 1,137 311

特別利益

投資有価証券売却益 174 －

積立保険返戻金 － 47

その他 37 26

特別利益合計 212 73

特別損失

固定資産売却損 － 15

固定資産除却損 26 9

その他 5 －

特別損失合計 31 25

税金等調整前四半期純利益 1,317 359

法人税、住民税及び事業税 508 40

法人税等調整額 △57 △3

法人税等合計 450 36

少数株主利益 76 8

四半期純利益 790 314
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 14,879 9,144

売上原価 12,466 7,362

売上総利益 2,413 1,782

販売費及び一般管理費 ※
 1,874

※
 1,371

営業利益 538 411

営業外収益

受取利息 5 4

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 4 5

その他 41 46

営業外収益合計 52 57

営業外費用

支払利息 67 55

為替差損 13 －

その他 2 5

営業外費用合計 83 60

経常利益 507 408

特別利益

投資有価証券売却益 － 11

積立保険返戻金 － 19

貸倒引当金戻入額 10 －

その他 10 3

特別利益合計 20 35

特別損失

固定資産売却損 － 14

固定資産除却損 12 2

その他 4 －

特別損失合計 16 16

税金等調整前四半期純利益 512 426

法人税、住民税及び事業税 321 26

法人税等調整額 △130 △19

法人税等合計 190 7

少数株主利益 50 16

四半期純利益 271 403
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,317 359

減価償却費 1,643 1,372

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） △17 121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 99 △71

受取利息及び受取配当金 △14 △12

支払利息 131 111

為替差損益（△は益） △6 △38

投資有価証券売却損益（△は益） △174 －

有形固定資産売却損益（△は益） △8 12

有形固定資産除却損 26 9

売上債権の増減額（△は増加） △434 △72

たな卸資産の増減額（△は増加） △116 385

仕入債務の増減額（△は減少） 838 △878

その他 95 △74

小計 3,378 1,217

利息及び配当金の受取額 14 12

利息の支払額 △128 △109

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △295 225

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,968 1,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △48

定期預金の払戻による収入 － 43

有形固定資産の取得による支出 △1,908 △842

有形固定資産の売却による収入 87 12

投資有価証券の取得による支出 △2 △1

投資有価証券の売却による収入 210 13

その他 △63 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,676 △844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 718 1,180

短期借入金の返済による支出 △892 △1,067

長期借入れによる収入 467 641

長期借入金の返済による支出 △935 △974

セール・アンド・リースバックによる収入 － 55

リース債務の返済による支出 － △44

社債の償還による支出 △32 －

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △171 △85

少数株主への配当金の支払額 △18 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △863 △309

現金及び現金同等物に係る換算差額 △161 84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 266 278

現金及び現金同等物の期首残高 3,937 4,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,204

※
 5,047
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　前第２四半期連結累計期間において、特別利益に区分掲記しておりました「投資有価証券売却益」は特別利益総額

の100分の20以下となったため当第２四半期連結累計期間より特別利益の「その他」に含めて表示しております。こ

の変更により「その他」は11百万円増加しております。

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　前第２四半期連結会計期間において、特別利益に区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入額」は特別利益総額の

100分の20以下となったため当第２四半期連結会計期間より特別利益の「その他」に含めて表示しております。この

変更により「その他」は２百万円増加しております。

　

【簡便な会計処理】

　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　　　該当事項はありません。

 

【追加情報】

　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 38,410百万円 ※　有形固定資産の減価償却累計額 37,348百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料 1,327百万円

役員退職慰労引当金繰入額 77百万円

賞与引当金繰入額 277百万円

給料 1,071百万円

役員退職慰労引当金繰入額 20百万円

賞与引当金繰入額 168百万円

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料 664百万円

役員退職慰労引当金繰入額 66百万円

賞与引当金繰入額 138百万円

給料 508百万円

役員退職慰労引当金繰入額 8百万円

賞与引当金繰入額 113百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 4,892

預入期間が３か月を超える定期預金 △688

現金及び現金同等物 4,204

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 5,965

預入期間が３か月を超える定期預金 △718

担保に供している定期預金 △200

現金及び現金同等物 5,047
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 17,609千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 442千株

 

　　　３．新株予約権等に関する事項

　　　　ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 提出会社　12百万円

　　　　平成20年及び平成21年ストック・オプションについては権利行使期間の初日は到来しておりません。

 

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 85 5  平成21年３月31日 平成21年６月29日利益剰余金

 

  

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

　　　　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自  平成20年７月１日　至  平成20年９月30日）

 
工業用ゴム製品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 12,636 2,243 14,879 - 14,879

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
5 12 17 (17) -

計 12,642 2,255 14,897 (17) 14,879

営業利益又は営業損失（△） 546 △8 538 0 538

　

当第２四半期連結会計期間（自  平成21年７月１日　至  平成21年９月30日）

 
工業用ゴム製品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 8,394 750 9,144 - 9,144

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
1 89 91 (91) -

計 8,395 840 9,236 (91) 9,144

営業利益又は営業損失（△） 490 △78 411 0 411
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前第２四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日　至  平成20年９月30日）

 
工業用ゴム製品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 24,988 4,423 29,412 - 29,412

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
11 60 72 (72) -

計 25,000 4,484 29,484 (72) 29,412

営業利益 1,181 17 1,198 0 1,198

　

当第２四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日　至  平成21年９月30日）

 
工業用ゴム製品
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 15,438 1,485 16,924 - 16,924

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
3 154 157 (157) -

計 15,441 1,640 17,081 (157) 16,924

営業利益又は営業損失（△） 502 △223 278 0 279

（注）１．事業区分の方法

    事業は製品の種類及び市場の類似性を考慮しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

工業用ゴム製品 シール機能製品、防振機能製品、ワイパーブレードラバー等

その他 超音波モータ、セラミックス、金属加工板金製品等

３．会計処理の方法の変更

前第２四半期連結累計期間　

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、工業用ゴ

ム製品で35百万円減少しております。

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　「追加情報」に記載のとおり、当社は従来、機械装置の耐用年数を10～14年としておりましたが、第１四半期

連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、９年に変更しました。この変更に伴い、従来の

方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、工業用ゴム製品で52百万円、その他で0

百万円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自  平成20年７月１日　至  平成20年９月30日）

 日本（百万円）
アジア等
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 11,056 3,823 14,879 - 14,879

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
323 580 904 (904) -

計 11,380 4,403 15,783 (904) 14,879

営業利益 202 248 451 87 538

　

当第２四半期連結会計期間（自  平成21年７月１日　至  平成21年９月30日）

 日本（百万円）
アジア等
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 6,957 2,187 9,144 - 9,144

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
316 551 868 (868) -

計 7,273 2,739 10,013 (868) 9,144

営業利益 185 143 328 82 411
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前第２四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日　至  平成20年９月30日）

 日本（百万円）
アジア等
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 22,108 7,303 29,412 - 29,412

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
642 1,171 1,813 (1,813) -

計 22,751 8,474 31,226 (1,813) 29,412

営業利益 543 472 1,016 181 1,198

　

当第２四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日　至  平成21年９月30日）

 日本（百万円）
アジア等
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 12,972 3,951 16,924 - 16,924

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高
545 869 1,414 (1,414) -

計 13,518 4,820 18,339 (1,414) 16,924

営業利益 55 51 106 172 279

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

    アジア等……韓国、米国、タイ、インドネシア、中国

３．会計処理の方法の変更

前第２四半期連結累計期間　

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

が、日本で35百万円減少しております。

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　「追加情報」に記載のとおり、当社は従来、機械装置の耐用年数を10～14年としておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、９年に変更しました。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で53百万円減少して

おります。
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自  平成20年７月１日　至  平成20年９月30日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 625 3,307 273 4,207

Ⅱ．連結売上高（百万円） - - - 14,879

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
4.2 22.2 1.9 28.3

　

当第２四半期連結会計期間（自  平成21年７月１日　至  平成21年９月30日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 364 2,086 292 2,743

Ⅱ．連結売上高（百万円） - - - 9,144

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
4.0 22.8 3.2 30.0

 

前第２四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日　至  平成20年９月30日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 1,278 6,382 432 8,092

Ⅱ．連結売上高（百万円） - - - 29,412

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
4.3 21.7 1.5 27.5

　

当第２四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日　至  平成21年９月30日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 638 3,723 517 4,879

Ⅱ．連結売上高（百万円） - - - 16,924

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
3.8 22.0 3.0 28.8

   （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

   　　　２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

  　　　　　（１）北米・・・・米国

  　　　　　（２）アジア・・・韓国、中国、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン

  　　　 ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,078.87円 １株当たり純資産額 1,046.98円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 46.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
46.03円

１株当たり四半期純利益金額 18.30円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。　

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 790 314

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 790 314

期中平均株式数（千株） 17,166 17,166

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 7 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　―――――― 　――――――
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 15.81円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
15.80円

１株当たり四半期純利益金額 23.48円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。　

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 271 403

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 271 403

期中平均株式数（千株） 17,166 17,166

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 6 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　―――――― 　――――――

 

（重要な後発事象）

　   　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成20年11月12日

株式会社フコク

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人
　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 樋口節夫　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田櫓孝次　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フコクの平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フコク及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

   期報告書提出会社）が別途保管しております。

２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年11月6日

株式会社フコク

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 布施木孝叔　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田櫓孝次　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フコクの平

成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フコク及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

   期報告書提出会社）が別途保管しております。

２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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